
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公

告
認
定
対
象
区
域
内
に
お
け
る
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
建
築
物
に
係
る
認
定
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
奈
良
県
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
局
建
築
安
全
推
進
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

認
定
番
号

第
五
九
ー
一
号

二

認
定
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
六
日

三

一
団
地
の
区
域

生
駒
郡
三
郷
町
三
室
一
丁
目
五
三
一
番
地
ほ
か
四
筆
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